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本市の民生委員・児童委員
■�任期／令和４年 12月１日～令和７年 11月 30日（再任可能）
■人数／定数 200 人（うち主任児童委員 28人）
■�活動内容／子どもから高齢者まで地域住民の身近な相談相手であり、
行政や専門機関への「つなぎ役」です。
■�問合せ／社会福祉課総務企画担当☎ 22-5111

お住まいの担当委員が分からない場合
は、社会福祉課までご連絡ください！

主任児童委員とは？
　学校や児童相談所などの関係機関と民生委員・児童委員との連携や援助、協力などを行いながら、子どもや
子育てに関する支援を専門に行います。市内 14地区に各２人の計 28人います。
　少子化や児童虐待、ヤングケアラー問題など、子どもを取り巻く様々な課題に直面する中、「こどもまんな
か社会」を目指すため、令和５年４月１日にこども家庭庁が発足されました。本市としても、子どもが健やか
で幸せな生活が送れるように支援を行っていきたいと思います。

　町内会などからの推薦に基づき、地区選考委員会、米沢市民生委員推薦会、山形県社会福祉審議会を経て、
厚生労働大臣および県知事から委嘱されています。任期は３年で、本市の定数は200人となっています。また、
市内 14地区に民生委員児童委員協議会を組織し、定例会や研修会を開催するなど、地域福祉の課題や問題に
ついて意見交換を行い、解決や改善に努めています。
　民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上の
様々な相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへのつなぎ役を果たしており、地域住民が安心・安全
な生活を営むことができるよう地域福祉の核として活動しています。

民生委員・児童委員とは？






